
年少扶養控除復活法案 概要 
（所得税法改正案・地方税法改正案） 

 

１．年少扶養控除の復活（扶養控除の範囲の拡大） 

(1) 所得税 

・ 扶養控除に係る控除対象扶養親族に、年齢 16 歳未満の扶養親族を加える。 

  （控除額：38 万円） 

  ・ 令和８年１月１日から施行し、令和８年分以後の所得税について適用する。 

（⇒令和８年１月分の源泉徴収から反映） 

 (2) 個人住民税 

  ・ 扶養控除に係る控除対象扶養親族に、年齢 16 歳未満の扶養親族を加える。 

                    （控除額：33 万円） 

  ・ 令和９年１月１日から施行し、令和９年分以後の個人住民税について適用する。 

  

※ 16 歳～18 歳についての控除額については、現行のまま（所得税：38 万円、個人住

民税：33 万円）とする。 

※ 個人住民税は、前年の所得に対して課税される。 

参考：平成 22 年度税制改正による年少扶養控除の廃止等 

 
 出典 財務省ウェブサイト（平成 22 年度税制改正の解説 所得税法等（扶養控除関係）の改正） 

２．１による地方財政への影響への対応（プログラム規定） 

(1) 所得税 

政府は、１(1)による所得税の減収に伴う地方交付税の総額の減少分が地方財政に

及ぼす影響について検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な

措置を講ずるものとする。 

(2) 個人住民税 

政府は、１(2)による個人住民税の収入の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及

ぼすことがないよう、当該収入の減少に伴う地方公共団体の減収を補塡するために

必要な措置を講ずるものとする。 



地方税法の一部を改正する法律案要綱 

 

１ 個人の住民税の扶養控除に係る控除対象扶養親族の範囲の拡大 

令和９年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について、扶養控除に係る

控除対象扶養親族に年齢１６歳未満の扶養親族を加える。 

（第３４条第１項第１１号、第３１４条の２第１項第１１号関係） 

 

２ 地方公共団体の減収を補塡するために必要な措置 

政府は、この法律の施行による個人の住民税の収入の減少が地方公共団体の財政に悪影

響を及ぼすことがないよう、当該収入の減少に伴う地方公共団体の減収を補塡するために

必要な措置を講ずるものとする。                （附則第６条関係） 

 

３ 施行期日等 

（１）この法律は、令和９年１月１日から施行する。ただし、２は公布の日から、（２）

のうち公的年金等受給者の扶養親族等申告書に係る部分は令和８年１月１日から施行

する。                          （附則第１条関係） 

（２）所得税の扶養控除に係る控除対象扶養親族の範囲が拡大されることに伴う公的年金

等受給者の扶養親族等申告書に関する規定の整備その他所要の規定の整備を行う。 
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□
所
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控
除
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四
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府
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□
所
得
割
の
納
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掲
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る
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□
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□ 

十
一 

控
除
対
象
扶
養
親
族
□
扶
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□
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扶
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□
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扶
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□
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□
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項
並
び
に
第

三
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
で
あ
る
場
合
に
は
三
十
八
万
円
□ 

 

イ 

所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
居
住
者 

 

ロ 

所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
非
居
住
者
の
う
ち
□

□
所
得
控
除
□ 

第
三
十
四
条 

道
府
県
は
□
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額

を
そ
の
者
の
前
年
の
所
得
に
つ
い
て
算
定
し
た
総
所
得
金
額
□
退
職
所
得
金

額
又
は
山
林
所
得
金
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
□ 

一
□
十
の
二 

□
略
□ 

十
一 

控
除
対
象
扶
養
親
族
□
扶
養
親
族
の
う
ち
□
次
に
掲
げ
る
者
の
区
分

に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
者
を
い
う
□
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同

じ
□
□
を
有
す
る
所
得
割
の
納
税
義
務
者 

各
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
つ

き
三
十
三
万
円
□
そ
の
者
が
特
定
扶
養
親
族
□
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
う

ち
□
年
齢
十
九
歳
以
上
二
十
三
歳
未
満
の
者
を
い
う
□
第
八
項
及
び
第
三

十
七
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
で
あ
る
場
合
に
は
四
十
五
万
円
□
そ
の
者
が

老
人
扶
養
親
族
□
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
う
ち
□
年
齢
七
十
歳
以
上
の
者

を
い
う
□
第
四
項
及
び
第
八
項
並
び
に
第
三
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
□
□

で
あ
る
場
合
に
は
三
十
八
万
円
□ 

イ 
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
居
住
者 

年
齢
十
六

歳
以
上
の
者 

ロ 

所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
非
居
住
者 

年
齢
十
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年
齢
三
十
歳
未
満
の
者
及
び
年
齢
七
十
歳
以
上
の
者
並
び
に
年
齢
三
十

歳
以
上
七
十
歳
未
満
の
者
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の 

 
留
学
に
よ
り
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
及
び
居
所
を
有
し
な
く

な
つ
た
者 

 

障
害
者 

 

そ
の
道
府
県
民
税
の
納
税
義
務
者
か
ら
前
年
に
お
い
て
生
活
費
又

は
教
育
費
に
充
て
る
た
め
の
支
払
を
三
十
八
万
円
以
上
受
け
て
い
る

者 

十
二 

□
略
□ 

２
□

 

□
略
□ 

 

□
個
人
の
道
府
県
民
税
の
申
告
等
□ 

第
四
十
五
条
の
二 

第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
は
□
三
月
十
五

日
ま
で
に
□
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
□
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
告
書
を
□
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
市
町
村
民
税
に
関
す
る

申
告
書
と
併
せ
て
□
賦
課
期
日
現
在
に
お
け
る
住
所
所
在
地
の
市
町
村
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
第
三
百
十
七
条
の
六
第
一
項
又
は

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
支
払
報
告
書
又
は
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
を

提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
か
ら
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
俸
給
□
給
料
□
賃

金
□
歳
費
及
び
賞
与
並
び
に
こ
れ
ら
の
性
質
を
有
す
る
給
与
□
以
下
こ
の
節

に
お
い
て
□
給
与
□
と
総
称
す
る
□
□
又
は
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
三
項

に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
□
公
的
年
金
等
□
と
い

六
歳
以
上
三
十
歳
未
満
の
者
及
び
年
齢
七
十
歳
以
上
の
者
並
び
に
年
齢

三
十
歳
以
上
七
十
歳
未
満
の
者
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の 

 

留
学
に
よ
り
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
及
び
居
所
を
有
し
な
く

な
つ
た
者 

 

障
害
者 

 

そ
の
道
府
県
民
税
の
納
税
義
務
者
か
ら
前
年
に
お
い
て
生
活
費
又

は
教
育
費
に
充
て
る
た
め
の
支
払
を
三
十
八
万
円
以
上
受
け
て
い
る

者 

十
二 

□
略
□ 

２
□

 

□
略
□ 

 

□
個
人
の
道
府
県
民
税
の
申
告
等
□ 

第
四
十
五
条
の
二 

第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
は
□
三
月
十
五

日
ま
で
に
□
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
□
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
告
書
を
□
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
市
町
村
民
税
に
関
す
る

申
告
書
と
併
せ
て
□
賦
課
期
日
現
在
に
お
け
る
住
所
所
在
地
の
市
町
村
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
第
三
百
十
七
条
の
六
第
一
項
又
は

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
支
払
報
告
書
又
は
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
を

提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
か
ら
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
俸
給
□
給
料
□
賃

金
□
歳
費
及
び
賞
与
並
び
に
こ
れ
ら
の
性
質
を
有
す
る
給
与
□
以
下
こ
の
節

に
お
い
て
□
給
与
□
と
総
称
す
る
□
□
又
は
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
三
項

に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
□
公
的
年
金
等
□
と
い
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う
□
□
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者
で
前
年
中
に
お
い
て
給
与
所
得
以
外
の
所

得
又
は
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た
も
の
□
公

的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た
者
で
社
会
保
険
料
控

除
額
□
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
□
□
□
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除

額
□
生
命
保
険
料
控
除
額
□
地
震
保
険
料
控
除
額
□
勤
労
学
生
控
除
額
□
配

偶
者
特
別
控
除
額
□
所
得
割
の
納
税
義
務
者
□
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
九

百
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
□
□
の
第
三
十
四
条
第
一
項
第
十
号
の
二

に
規
定
す
る
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
□
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

九
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
□
□
で
控
除
対
象
配
偶
者
に
該
当
し

な
い
も
の
に
係
る
も
の
を
除
く
□
□
□
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
扶

養
控
除
額
若
し
く
は
特
定
親
族
特
別
控
除
額
□
特
定
親
族
□
前
年
の
合
計
所

得
金
額
が
八
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
□
□
に
係
る
も
の
を
除

く
□
□
の
控
除
又
は
こ
れ
ら
と
併
せ
て
雑
損
控
除
額
若
し
く
は
医
療
費
控
除

額
の
控
除
□
第
三
十
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
純
損
失
の
金
額
の
控
除
□
同

条
第
九
項
に
規
定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額
の
控
除
若
し
く
は

第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
□
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
□
特
定
非
営
利

活
動
促
進
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
及
び

同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
例
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
も
の

を
除
く
□
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
に
係
る
部
分
を
除
く
□
□
及
び
第
十

一
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き
金
額
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
□
寄
附
金

税
額
控
除
額
□
と
い
う
□
□
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
除
く
□
□

並
び
に
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

う
□
□
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者
で
前
年
中
に
お
い
て
給
与
所
得
以
外
の
所

得
又
は
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た
も
の
□
公

的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た
者
で
社
会
保
険
料
控

除
額
□
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
□
□
□
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除

額
□
生
命
保
険
料
控
除
額
□
地
震
保
険
料
控
除
額
□
勤
労
学
生
控
除
額
□
配

偶
者
特
別
控
除
額
□
所
得
割
の
納
税
義
務
者
□
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
九

百
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
□
□
の
第
三
十
四
条
第
一
項
第
十
号
の
二

に
規
定
す
る
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
□
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

九
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
□
□
で
控
除
対
象
配
偶
者
に
該
当
し

な
い
も
の
に
係
る
も
の
を
除
く
□
□
□
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
扶

養
控
除
額
若
し
く
は
特
定
親
族
特
別
控
除
額
□
特
定
親
族
□
前
年
の
合
計
所

得
金
額
が
八
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
□
□
に
係
る
も
の
を
除

く
□
□
の
控
除
又
は
こ
れ
ら
と
併
せ
て
雑
損
控
除
額
若
し
く
は
医
療
費
控
除

額
の
控
除
□
第
三
十
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
純
損
失
の
金
額
の
控
除
□
同

条
第
九
項
に
規
定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額
の
控
除
若
し
く
は

第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
□
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
□
特
定
非
営
利

活
動
促
進
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
及
び

同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
例
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
も
の

を
除
く
□
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
に
係
る
部
分
を
除
く
□
□
及
び
第
十

一
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き
金
額
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
□
寄
附
金

税
額
控
除
額
□
と
い
う
□
□
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
除
く
□
□

並
び
に
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 
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一
□
四 

□
略
□ 

五 
雑
損
控
除
額
□
医
療
費
控
除
額
□
社
会
保
険
料
控
除
額
□
小
規
模
企
業

共
済
等
掛
金
控
除
額
□
生
命
保
険
料
控
除
額
□
地
震
保
険
料
控
除
額
□
障

害
者
控
除
額
□
寡
婦
控
除
額
□
ひ
と
り
親
控
除
額
□
勤
労
学
生
控
除
額
□

配
偶
者
控
除
額
□
配
偶
者
特
別
控
除
額
□
扶
養
控
除
額
又
は
特
定
親
族
特

別
控
除
額
の
控
除
に
関
す
る
事
項 

六 

□
略
□ 

□
削
る
□ 

七 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
□
道
府
県
民
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て

必
要
な
事
項 

２
□
６ 

□
略
□ 

 

□
個
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告

書
□ 

第
四
十
五
条
の
三
の
三 

所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
こ
の
法
律

の
施
行
地
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
□
所
得
税
法
第
二
百
三

条
の
七
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

□
公
的
年
金
等
□
と
い
う
□
□
の
支
払
を
受
け
る
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一

号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
□
特
定
配
偶
者
□
所
得
割
の
納
税
義
務
者
□
合
計

所
得
金
額
が
九
百
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
□
□
の
自
己
と
生
計
を
一

に
す
る
配
偶
者
□
退
職
手
当
等
□
第
五
十
条
の
二
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等

に
限
る
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
で
あ

一
□
四 

□
略
□ 

五 

雑
損
控
除
額
□
医
療
費
控
除
額
□
社
会
保
険
料
控
除
額
□
小
規
模
企
業

共
済
等
掛
金
控
除
額
□
生
命
保
険
料
控
除
額
□
地
震
保
険
料
控
除
額
□
障

害
者
控
除
額
□
寡
婦
控
除
額
□
ひ
と
り
親
控
除
額
□
勤
労
学
生
控
除
額
□

配
偶
者
控
除
額
□
配
偶
者
特
別
控
除
額
□
扶
養
控
除
額
又
は
特
定
親
族
特

別
控
除
額
の
控
除
に
関
す
る
事
項 

六 

□
略
□ 

七 

扶
養
親
族
に
関
す
る
事
項 

八 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
□
道
府
県
民
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て

必
要
な
事
項 

２
□
６ 

□
略
□ 

 

□
個
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告

書
□ 

第
四
十
五
条
の
三
の
三 

所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
こ
の
法
律

の
施
行
地
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
□
所
得
税
法
第
二
百
三

条
の
七
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

□
公
的
年
金
等
□
と
い
う
□
□
の
支
払
を
受
け
る
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一

号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
□
特
定
配
偶
者
□
所
得
割
の
納
税
義
務
者
□
合
計

所
得
金
額
が
九
百
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
□
□
の
自
己
と
生
計
を
一

に
す
る
配
偶
者
□
退
職
手
当
等
□
第
五
十
条
の
二
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等

に
限
る
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
で
あ
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つ
て
□
合
計
所
得
金
額
が
九
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
□
□
を
い

う
□
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
□
□
又
は
扶
養
親
族
□
控
除
対
象
扶
養
親
族
で

あ
つ
て
□
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
も
の
に
限
る
□
□
若
し
く
は

特
定
親
族
□
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
□
合
計
所
得

金
額
が
八
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
□
□
を
有
す
る
者
□
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
□
公
的
年
金
等
受
給
者
□
と
い
う
□
□
は
□
当
該
申
告
書
の

提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る

公
的
年
金
等
の
支
払
者
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
□
公
的
年
金
等
支
払
者
□

と
い
う
□
□
か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま

で
に
□
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
□
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
告
書
を
□
第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
と
併

せ
て
□
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
□
当
該
公
的
年
金
等
受
給
者

の
住
所
所
在
地
の
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

一 

当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
の
名
称 

二 

特
定
配
偶
者
の
氏
名 

三 

扶
養
親
族
又
は
特
定
親
族
の
氏
名 

四 

そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項 

２
□
５ 

□
略
□ 

 

□
個
人
の
均
等
割
の
税
率
の
軽
減
□ 

第
三
百
十
一
条 

市
町
村
は
□
市
町
村
民
税
の
納
税
義
務
者
が
次
の
各
号
に
掲

げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
□
そ
の
者
に
対
し
て
課
す
る
均

つ
て
□
合
計
所
得
金
額
が
九
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
□
□
を
い

う
□
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
□
□
又
は
扶
養
親
族
□
年
齢
十
六
歳
未
満
の
者

又
は
控
除
対
象
扶
養
親
族
で
あ
つ
て
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者

に
限
る
□
□
若
し
く
は
特
定
親
族
□
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者

で
あ
つ
て
□
合
計
所
得
金
額
が
八
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
□
□

を
有
す
る
者
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
□
公
的
年
金
等
受
給
者
□
と
い

う
□
□
は
□
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
所
得
税
法
第
二
百
三

条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
払
者
□
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
□
公
的
年
金
等
支
払
者
□
と
い
う
□
□
か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
の

支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
□
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
□

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
□
第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
一

項
に
規
定
す
る
申
告
書
と
併
せ
て
□
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し

て
□
当
該
公
的
年
金
等
受
給
者
の
住
所
所
在
地
の
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
の
名
称 

二 

特
定
配
偶
者
の
氏
名 

三 

扶
養
親
族
又
は
特
定
親
族
の
氏
名 

四 

そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項 

２
□
５ 

□
略
□ 

 
□
個
人
の
均
等
割
の
税
率
の
軽
減
□ 

第
三
百
十
一
条 

市
町
村
は
□
市
町
村
民
税
の
納
税
義
務
者
が
次
の
各
号
に
掲

げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
□
そ
の
者
に
対
し
て
課
す
る
均
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等
割
の
額
を
□
当
該
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
□
軽
減
す
る

こ
と
が
で
き
る
□ 

一 
均
等
割
を
納
付
す
る
義
務
が
あ
る
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
第
三
百
十
四

条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
控
除
対
象
扶
養
親
族 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
者
を
二
人
以
上
有
す
る
者 

 

□
所
得
控
除
□ 

第
三
百
十
四
条
の
二 

市
町
村
は
□
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
次
の
各
号
に
掲

げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
金
額
を
そ
の
者
の
前
年
の
所
得
に
つ
い
て
算
定
し
た
総
所
得
金
額
□
退
職

所
得
金
額
又
は
山
林
所
得
金
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
□ 

一
□
十
の
二 

□
略
□ 

十
一 

控
除
対
象
扶
養
親
族
□
扶
養
親
族
の
う
ち
□
次
に
掲
げ
る
者
を
い

う
□
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
□
□
を
有
す
る
所
得
割
の
納
税
義
務
者

 

各
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
つ
き
三
十
三
万
円
□
そ
の
者
が
特
定
扶
養
親

族
□
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
う
ち
□
年
齢
十
九
歳
以
上
二
十
三
歳
未
満
の

者
を
い
う
□
第
八
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
□
□
で
あ

る
場
合
に
は
四
十
五
万
円
□
そ
の
者
が
老
人
扶
養
親
族
□
控
除
対
象
扶
養

親
族
の
う
ち
□
年
齢
七
十
歳
以
上
の
者
を
い
う
□
第
四
項
及
び
第
八
項
並

び
に
第
三
百
十
四
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
□
□
で
あ
る
場
合
に
は
三
十
八

万
円
□ 

イ 

所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
居
住
者 

等
割
の
額
を
□
当
該
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
□
軽
減
す
る

こ
と
が
で
き
る
□ 

一 

均
等
割
を
納
付
す
る
義
務
が
あ
る
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族

□
年
齢
十
六
歳
未
満
の
者
及
び
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
に

規
定
す
る
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
限
る
□
□ 

二 

前
号
に
掲
げ
る
者
を
二
人
以
上
有
す
る
者 

 

□
所
得
控
除
□ 

第
三
百
十
四
条
の
二 

市
町
村
は
□
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
次
の
各
号
に
掲

げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
金
額
を
そ
の
者
の
前
年
の
所
得
に
つ
い
て
算
定
し
た
総
所
得
金
額
□
退
職

所
得
金
額
又
は
山
林
所
得
金
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
□ 

一
□
十
の
二 

□
略
□ 

十
一 

控
除
対
象
扶
養
親
族
□
扶
養
親
族
の
う
ち
□
次
に
掲
げ
る
者
の
区
分

に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
者
を
い
う
□
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同

じ
□
□
を
有
す
る
所
得
割
の
納
税
義
務
者 

各
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
つ

き
三
十
三
万
円
□
そ
の
者
が
特
定
扶
養
親
族
□
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
う

ち
□
年
齢
十
九
歳
以
上
二
十
三
歳
未
満
の
者
を
い
う
□
第
八
項
及
び
第
三

百
十
四
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
□
□
で
あ
る
場
合
に
は
四
十
五
万
円
□
そ

の
者
が
老
人
扶
養
親
族
□
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
う
ち
□
年
齢
七
十
歳
以

上
の
者
を
い
う
□
第
四
項
及
び
第
八
項
並
び
に
第
三
百
十
四
条
の
六
に
お

い
て
同
じ
□
□
で
あ
る
場
合
に
は
三
十
八
万
円
□ 

イ 

所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
居
住
者 

年
齢
十
六
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ロ 

所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
非
居
住
者
の
う
ち
□

年
齢
三
十
歳
未
満
の
者
及
び
年
齢
七
十
歳
以
上
の
者
並
び
に
年
齢
三
十

歳
以
上
七
十
歳
未
満
の
者
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の 

 

留
学
に
よ
り
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
及
び
居
所
を
有
し
な
く

な
つ
た
者 

 

障
害
者 

 

そ
の
市
町
村
民
税
の
納
税
義
務
者
か
ら
前
年
に
お
い
て
生
活
費
又

は
教
育
費
に
充
て
る
た
め
の
支
払
を
三
十
八
万
円
以
上
受
け
て
い
る

者 

十
二 

□
略
□ 

２
□

 

□
略
□ 

 

□
市
町
村
民
税
の
申
告
等
□ 

第
三
百
十
七
条
の
二 

第
二
百
九
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
は
□
三

月
十
五
日
ま
で
に
□
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
□
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
賦
課
期
日
現
在
に
お
け
る
住
所
所
在
地
の
市
町
村

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
第
三
百
十
七
条
の
六
第
一
項

又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
支
払
報
告
書
又
は
公
的
年
金
等
支
払
報
告

書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
か
ら
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
俸
給
□
給

料
□
賃
金
□
歳
費
及
び
賞
与
並
び
に
こ
れ
ら
の
性
質
を
有
す
る
給
与
□
以
下

こ
の
節
に
お
い
て
□
給
与
□
と
総
称
す
る
□
□
又
は
所
得
税
法
第
三
十
五
条

歳
以
上
の
者 

ロ 

所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
非
居
住
者 

年
齢
十

六
歳
以
上
三
十
歳
未
満
の
者
及
び
年
齢
七
十
歳
以
上
の
者
並
び
に
年
齢

三
十
歳
以
上
七
十
歳
未
満
の
者
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の 

 

留
学
に
よ
り
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
及
び
居
所
を
有
し
な
く

な
つ
た
者 

 

障
害
者 

 

そ
の
市
町
村
民
税
の
納
税
義
務
者
か
ら
前
年
に
お
い
て
生
活
費
又

は
教
育
費
に
充
て
る
た
め
の
支
払
を
三
十
八
万
円
以
上
受
け
て
い
る

者 

十
二 

□
略
□ 

２
□

 

□
略
□ 

 

□
市
町
村
民
税
の
申
告
等
□ 

第
三
百
十
七
条
の
二 

第
二
百
九
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
は
□
三

月
十
五
日
ま
で
に
□
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
□
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
賦
課
期
日
現
在
に
お
け
る
住
所
所
在
地
の
市
町
村

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
第
三
百
十
七
条
の
六
第
一
項

又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
支
払
報
告
書
又
は
公
的
年
金
等
支
払
報
告

書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
か
ら
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
俸
給
□
給

料
□
賃
金
□
歳
費
及
び
賞
与
並
び
に
こ
れ
ら
の
性
質
を
有
す
る
給
与
□
以
下

こ
の
節
に
お
い
て
□
給
与
□
と
総
称
す
る
□
□
又
は
所
得
税
法
第
三
十
五
条
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第
三
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
□
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
□
公
的
年
金

等
□
と
い
う
□
□
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者
で
前
年
中
に
お
い
て
給
与
所
得

以
外
の
所
得
又
は
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た

も
の
□
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た
者
で
社
会

保
険
料
控
除
額
□
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
□
□
□
小
規
模
企
業
共
済
等

掛
金
控
除
額
□
生
命
保
険
料
控
除
額
□
地
震
保
険
料
控
除
額
□
勤
労
学
生
控

除
額
□
配
偶
者
特
別
控
除
額
□
所
得
割
の
納
税
義
務
者
□
前
年
の
合
計
所
得

金
額
が
九
百
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
□
□
の
第
三
百
十
四
条
の
二
第

一
項
第
十
号
の
二
に
規
定
す
る
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
□
前
年
の

合
計
所
得
金
額
が
九
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
□
□
で
控
除
対
象

配
偶
者
に
該
当
し
な
い
も
の
に
係
る
も
の
を
除
く
□
□
□
第
三
百
十
四
条
の

二
第
四
項
に
規
定
す
る
扶
養
控
除
額
若
し
く
は
特
定
親
族
特
別
控
除
額
□
特

定
親
族
□
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
八
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限

る
□
□
に
係
る
も
の
を
除
く
□
□
の
控
除
又
は
こ
れ
ら
と
併
せ
て
雑
損
控
除

額
若
し
く
は
医
療
費
控
除
額
の
控
除
□
第
三
百
十
三
条
第
八
項
に
規
定
す
る

純
損
失
の
金
額
の
控
除
□
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損

失
の
金
額
の
控
除
若
し
く
は
第
三
百
十
四
条
の
七
第
一
項
□
同
項
第
四
号
に

掲
げ
る
寄
附
金
□
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認

定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
例
認
定
特
定
非

営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
も
の
を
除
く
□
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
に
係

る
部
分
を
除
く
□
□
及
び
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き
金
額
□
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
□
寄
附
金
税
額
控
除
額
□
と
い
う
□
□
の
控
除
を
受
け

よ
う
と
す
る
も
の
を
除
く
□
□
並
び
に
所
得
割
の
納
税
義
務
を
負
わ
な
い
と

第
三
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
□
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
□
公
的
年
金

等
□
と
い
う
□
□
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者
で
前
年
中
に
お
い
て
給
与
所
得

以
外
の
所
得
又
は
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た

も
の
□
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た
者
で
社
会

保
険
料
控
除
額
□
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
□
□
□
小
規
模
企
業
共
済
等

掛
金
控
除
額
□
生
命
保
険
料
控
除
額
□
地
震
保
険
料
控
除
額
□
勤
労
学
生
控

除
額
□
配
偶
者
特
別
控
除
額
□
所
得
割
の
納
税
義
務
者
□
前
年
の
合
計
所
得

金
額
が
九
百
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
□
□
の
第
三
百
十
四
条
の
二
第

一
項
第
十
号
の
二
に
規
定
す
る
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
□
前
年
の

合
計
所
得
金
額
が
九
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
□
□
で
控
除
対
象

配
偶
者
に
該
当
し
な
い
も
の
に
係
る
も
の
を
除
く
□
□
□
第
三
百
十
四
条
の

二
第
四
項
に
規
定
す
る
扶
養
控
除
額
若
し
く
は
特
定
親
族
特
別
控
除
額
□
特

定
親
族
□
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
八
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限

る
□
□
に
係
る
も
の
を
除
く
□
□
の
控
除
又
は
こ
れ
ら
と
併
せ
て
雑
損
控
除

額
若
し
く
は
医
療
費
控
除
額
の
控
除
□
第
三
百
十
三
条
第
八
項
に
規
定
す
る

純
損
失
の
金
額
の
控
除
□
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損

失
の
金
額
の
控
除
若
し
く
は
第
三
百
十
四
条
の
七
第
一
項
□
同
項
第
四
号
に

掲
げ
る
寄
附
金
□
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認

定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
例
認
定
特
定
非

営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
も
の
を
除
く
□
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
に
係

る
部
分
を
除
く
□
□
及
び
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き
金
額
□
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
□
寄
附
金
税
額
控
除
額
□
と
い
う
□
□
の
控
除
を
受
け

よ
う
と
す
る
も
の
を
除
く
□
□
並
び
に
所
得
割
の
納
税
義
務
を
負
わ
な
い
と
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認
め
ら
れ
る
者
の
う
ち
当
該
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
□

こ
の
限
り
で
な
い
□ 

一
□
四 
□
略
□ 

五 

雑
損
控
除
額
□
医
療
費
控
除
額
□
社
会
保
険
料
控
除
額
□
小
規
模
企
業

共
済
等
掛
金
控
除
額
□
生
命
保
険
料
控
除
額
□
地
震
保
険
料
控
除
額
□
障

害
者
控
除
額
□
寡
婦
控
除
額
□
ひ
と
り
親
控
除
額
□
勤
労
学
生
控
除
額
□

配
偶
者
控
除
額
□
配
偶
者
特
別
控
除
額
□
扶
養
控
除
額
又
は
特
定
親
族
特

別
控
除
額
の
控
除
に
関
す
る
事
項 

六 

□
略
□ 

□
削
る
□ 

七 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
□
市
町
村
民
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て

必
要
な
事
項 

２
□
９ 

□
略
□ 

 

□
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告

書
□ 

第
三
百
十
七
条
の
三
の
三 

所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
こ
の
法

律
の
施
行
地
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
□
所
得
税
法
第
二
百

三
条
の
七
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

□
公
的
年
金
等
□
と
い
う
□
□
の
支
払
を
受
け
る
第
二
百
九
十
四
条
第
一
項

第
一
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
□
特
定
配
偶
者
□
所
得
割
の
納
税
義
務
者

□
合
計
所
得
金
額
が
九
百
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
□
□
の
自
己
と
生

認
め
ら
れ
る
者
の
う
ち
当
該
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
□

こ
の
限
り
で
な
い
□ 

一
□
四 

□
略
□ 

五 

雑
損
控
除
額
□
医
療
費
控
除
額
□
社
会
保
険
料
控
除
額
□
小
規
模
企
業

共
済
等
掛
金
控
除
額
□
生
命
保
険
料
控
除
額
□
地
震
保
険
料
控
除
額
□
障

害
者
控
除
額
□
寡
婦
控
除
額
□
ひ
と
り
親
控
除
額
□
勤
労
学
生
控
除
額
□

配
偶
者
控
除
額
□
配
偶
者
特
別
控
除
額
□
扶
養
控
除
額
又
は
特
定
親
族
特

別
控
除
額
の
控
除
に
関
す
る
事
項 

六 

□
略
□ 

七 

扶
養
親
族
に
関
す
る
事
項 

八 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
□
市
町
村
民
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て

必
要
な
事
項 

２
□
９ 

□
略
□ 

 

□
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告

書
□ 

第
三
百
十
七
条
の
三
の
三 

所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
こ
の
法

律
の
施
行
地
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
□
所
得
税
法
第
二
百

三
条
の
七
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

□
公
的
年
金
等
□
と
い
う
□
□
の
支
払
を
受
け
る
第
二
百
九
十
四
条
第
一
項

第
一
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
□
特
定
配
偶
者
□
所
得
割
の
納
税
義
務
者

□
合
計
所
得
金
額
が
九
百
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
□
□
の
自
己
と
生
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計
を
一
に
す
る
配
偶
者
□
退
職
手
当
等
□
第
三
百
二
十
八
条
に
規
定
す
る
退

職
手
当
等
に
限
る
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
に
係
る
所
得
を
有
す

る
者
で
あ
つ
て
□
合
計
所
得
金
額
が
九
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限

る
□
□
を
い
う
□
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
□
□
又
は
扶
養
親
族
□
控
除
対
象

扶
養
親
族
で
あ
つ
て
□
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
も
の
に
限

る
□
□
若
し
く
は
特
定
親
族
□
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
で
あ

つ
て
□
合
計
所
得
金
額
が
八
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
□
□
を
有

す
る
者
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
□
公
的
年
金
等
受
給
者
□
と
い
う
□
□

は
□
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
六

第
一
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
払
者
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
□
公

的
年
金
等
支
払
者
□
と
い
う
□
□
か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を

受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
□
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
□
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
□
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し

て
□
当
該
公
的
年
金
等
受
給
者
の
住
所
所
在
地
の
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
の
名
称 

二 

特
定
配
偶
者
の
氏
名 

三 

扶
養
親
族
又
は
特
定
親
族
の
氏
名 

四 

そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項 

２
□
５ 

□
略
□ 

 

附 

則 

 

計
を
一
に
す
る
配
偶
者
□
退
職
手
当
等
□
第
三
百
二
十
八
条
に
規
定
す
る
退

職
手
当
等
に
限
る
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
に
係
る
所
得
を
有
す

る
者
で
あ
つ
て
□
合
計
所
得
金
額
が
九
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限

る
□
□
を
い
う
□
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
□
□
又
は
扶
養
親
族
□
年
齢
十
六

歳
未
満
の
者
又
は
控
除
対
象
扶
養
親
族
で
あ
つ
て
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得

を
有
す
る
者
に
限
る
□
□
若
し
く
は
特
定
親
族
□
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得

を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
□
合
計
所
得
金
額
が
八
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の

に
限
る
□
□
を
有
す
る
者
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
□
公
的
年
金
等
受
給

者
□
と
い
う
□
□
は
□
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
所
得
税
法

第
二
百
三
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
払
者
□
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
□
公
的
年
金
等
支
払
者
□
と
い
う
□
□
か
ら
毎
年
最
初
に
公
的

年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
□
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
□
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
□
当
該
公
的
年
金
等
支

払
者
を
経
由
し
て
□
当
該
公
的
年
金
等
受
給
者
の
住
所
所
在
地
の
市
町
村
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
の
名
称 

二 

特
定
配
偶
者
の
氏
名 

三 

扶
養
親
族
又
は
特
定
親
族
の
氏
名 

四 

そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項 

２
□
５ 

□
略
□ 

 
附 
則 
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□
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
非
課
税
の
範
囲
等
□ 

第
三
条
の
三 

道
府
県
は
□
当
分
の
間
□
道
府
県
民
税
の
所
得
割
を
課
す
べ
き

者
の
う
ち
□
そ
の
者
の
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
□
以
下
こ
の

条
□
次
条
第
二
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
□
附
則
第
四
条
の
二
第
二
項
か
ら
第

十
一
項
ま
で
□
附
則
第
四
条
の
五
か
ら
第
三
十
五
条
の
三
の
二
ま
で
□
附
則

第
三
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
及
び
第
六
項
□
附
則
第
三
十
五
条
の
四
か
ら

第
四
十
四
条
ま
で
□
附
則
第
四
十
五
条
並
び
に
附
則
第
六
十
一
条
に
お
い
て

□
前
年
□
と
い
う
□
□
の
所
得
に
つ
い
て
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
算
定

し
た
総
所
得
金
額
□
退
職
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
が
□
三

十
五
万
円
に
そ
の
者
の
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
控
除
対
象
扶
養
親
族
□
第
三

十
四
条
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
控
除
対
象
扶
養
親
族
を
い
う
□
以
下

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
の
数
に
一
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得

た
金
額
に
十
万
円
を
加
算
し
た
金
額
□
そ
の
者
が
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
控

除
対
象
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
□
当
該
金
額
に
三
十
二
万
円
を
加
算

し
た
金
額
□
以
下
で
あ
る
者
に
対
し
て
は
□
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
□
道
府
県
民
税
の
所
得
割
□
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
課

す
る
所
得
割
を
除
く
□
□
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
□ 

２ 

道
府
県
は
□
当
分
の
間
□
三
十
五
万
円
に
道
府
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税

義
務
者
の
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
数
に
一
を
加
え
た

数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
十
万
円
を
加
算
し
た
金
額
□
そ
の
者
が
同
一
生
計

配
偶
者
又
は
控
除
対
象
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
□
当
該
金
額
に
三
十

二
万
円
を
加
算
し
た
金
額
□
が
□
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ

る
額
と
第
三
号
に
掲
げ
る
額
と
の
合
計
額
を
控
除
し
た
金
額
を
超
え
る
こ
と

□
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
非
課
税
の
範
囲
等
□ 

第
三
条
の
三 

道
府
県
は
□
当
分
の
間
□
道
府
県
民
税
の
所
得
割
を
課
す
べ
き

者
の
う
ち
□
そ
の
者
の
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
□
以
下
こ
の

条
□
次
条
第
二
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
□
附
則
第
四
条
の
二
第
二
項
か
ら
第

十
一
項
ま
で
□
附
則
第
四
条
の
五
か
ら
第
三
十
五
条
の
三
の
二
ま
で
□
附
則

第
三
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
及
び
第
六
項
□
附
則
第
三
十
五
条
の
四
か
ら

第
四
十
四
条
ま
で
□
附
則
第
四
十
五
条
並
び
に
附
則
第
六
十
一
条
に
お
い
て

□
前
年
□
と
い
う
□
□
の
所
得
に
つ
い
て
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
算
定

し
た
総
所
得
金
額
□
退
職
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
が
□
三

十
五
万
円
に
そ
の
者
の
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
□
年
齢
十
六
歳
未

満
の
者
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
控
除
対
象
扶
養
親

族
に
限
る
□
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
の
数
に
一
を
加
え

た
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
十
万
円
を
加
算
し
た
金
額
□
そ
の
者
が
同
一
生

計
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
□
当
該
金
額
に
三
十
二
万
円

を
加
算
し
た
金
額
□
以
下
で
あ
る
者
に
対
し
て
は
□
第
二
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
道
府
県
民
税
の
所
得
割
□
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に

よ
り
課
す
る
所
得
割
を
除
く
□
□
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
□ 

２ 

道
府
県
は
□
当
分
の
間
□
三
十
五
万
円
に
道
府
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税

義
務
者
の
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
の
数
に
一
を
加
え
た
数
を
乗
じ

て
得
た
金
額
に
十
万
円
を
加
算
し
た
金
額
□
そ
の
者
が
同
一
生
計
配
偶
者
又

は
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
□
当
該
金
額
に
三
十
二
万
円
を
加
算
し
た

金
額
□
が
□
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
と
第
三
号
に
掲

げ
る
額
と
の
合
計
額
を
控
除
し
た
金
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
□
当
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と
な
る
と
き
は
□
当
該
超
え
る
金
額
に
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
同
号
に
掲
げ

る
額
と
第
三
号
に
掲
げ
る
額
と
の
合
計
額
で
除
し
て
得
た
数
値
を
乗
じ
て
得

た
金
額
を
□
当
該
納
税
義
務
者
の
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
七
条
の
規
定
を

適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
□ 

一
□
三 

□
略
□ 

３ 

□
略
□ 

４ 

市
町
村
は
□
当
分
の
間
□
市
町
村
民
税
の
所
得
割
を
課
す
べ
き
者
の
う

ち
□
そ
の
者
の
前
年
の
所
得
に
つ
い
て
第
三
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
算
定

し
た
総
所
得
金
額
□
退
職
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
が
□
三

十
五
万
円
に
そ
の
者
の
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
控
除
対
象
扶
養
親
族
□
第
三

百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
控
除
対
象
扶
養
親
族
を
い

う
□
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
の
数
に
一
を
加
え
た
数
を

乗
じ
て
得
た
金
額
に
十
万
円
を
加
算
し
た
金
額
□
そ
の
者
が
同
一
生
計
配
偶

者
又
は
控
除
対
象
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
□
当
該
金
額
に
三
十
二
万

円
を
加
算
し
た
金
額
□
以
下
で
あ
る
者
に
対
し
て
は
□
第
二
百
九
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
市
町
村
民
税
の
所
得
割
□
分
離
課
税
に
係
る

所
得
割
を
除
く
□
□
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
□ 

５ 

市
町
村
は
□
当
分
の
間
□
三
十
五
万
円
に
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
納
税

義
務
者
の
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
数
に
一
を
加
え
た

数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
十
万
円
を
加
算
し
た
金
額
□
そ
の
者
が
同
一
生
計

配
偶
者
又
は
控
除
対
象
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
□
当
該
金
額
に
三
十

二
万
円
を
加
算
し
た
金
額
□
が
□
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ

る
額
と
第
三
号
に
掲
げ
る
額
と
の
合
計
額
を
控
除
し
た
金
額
を
超
え
る
こ
と

該
超
え
る
金
額
に
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
同
号
に
掲
げ
る
額
と
第
三
号
に
掲

げ
る
額
と
の
合
計
額
で
除
し
て
得
た
数
値
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
□
当
該
納

税
義
務
者
の
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
七
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所

得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
□ 

一
□
三 

□
略
□ 

３ 

□
略
□ 

４ 

市
町
村
は
□
当
分
の
間
□
市
町
村
民
税
の
所
得
割
を
課
す
べ
き
者
の
う

ち
□
そ
の
者
の
前
年
の
所
得
に
つ
い
て
第
三
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
算
定

し
た
総
所
得
金
額
□
退
職
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
が
□
三

十
五
万
円
に
そ
の
者
の
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
□
年
齢
十
六
歳
未

満
の
者
及
び
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
控
除
対
象

扶
養
親
族
に
限
る
□
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
の
数
に
一

を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
十
万
円
を
加
算
し
た
金
額
□
そ
の
者
が

同
一
生
計
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
□
当
該
金
額
に
三
十

二
万
円
を
加
算
し
た
金
額
□
以
下
で
あ
る
者
に
対
し
て
は
□
第
二
百
九
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
市
町
村
民
税
の
所
得
割
□
分
離
課
税
に

係
る
所
得
割
を
除
く
□
□
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
□ 

５ 

市
町
村
は
□
当
分
の
間
□
三
十
五
万
円
に
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
納
税

義
務
者
の
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
の
数
に
一
を
加
え
た
数
を
乗
じ

て
得
た
金
額
に
十
万
円
を
加
算
し
た
金
額
□
そ
の
者
が
同
一
生
計
配
偶
者
又

は
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
□
当
該
金
額
に
三
十
二
万
円
を
加
算
し
た

金
額
□
が
□
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
と
第
三
号
に
掲

げ
る
額
と
の
合
計
額
を
控
除
し
た
金
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
□
当
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と
な
る
と
き
は
□
当
該
超
え
る
金
額
に
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
同
号
に
掲
げ

る
額
と
第
三
号
に
掲
げ
る
額
と
の
合
計
額
で
除
し
て
得
た
数
値
を
乗
じ
て
得

た
金
額
を
□
当
該
納
税
義
務
者
の
第
三
百
十
四
条
の
三
及
び
第
三
百
十
四
条

の
六
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す

る
□ 

一
□
三 

□
略
□ 

６ 

□
略
□ 

該
超
え
る
金
額
に
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
同
号
に
掲
げ
る
額
と
第
三
号
に
掲

げ
る
額
と
の
合
計
額
で
除
し
て
得
た
数
値
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
□
当
該
納

税
義
務
者
の
第
三
百
十
四
条
の
三
及
び
第
三
百
十
四
条
の
六
の
規
定
を
適
用

し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
□ 

 

一
□
三 

□
略
□ 

６ 

□
略
□ 

 
 

 


